
商工労働企業委員会会議記録

吉冨 英三郎商工労働企業委員長

１ 日 時

平成３０年９月１８日（火） 午後１時０７分から

午後２時３８分まで

２ 場 所

第６委員会室

３ 出席した委員の氏名

吉冨英三郎、後藤慎太郎、麻生栄作、油布勝秀、衞藤明和、尾島保彦、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

なし

５ 出席した委員外議員の氏名

吉岡美智子

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

商工労働部長 高濱航 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

第８６号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものと全会一致をもっ（１）

て決定した。

請願３４については、継続審査とすることを賛成多数をもって決定した。

（２）公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所の経営状況を説明する書類の提出につい

て、公益財団法人日田玖珠地域産業振興センターの経営状況を説明する書類の提出につい

て及び大分ブランドクリエイト株式会社の経営状況を説明する書類の提出についてなど、

執行部から報告を受けた。

（３）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（４）請願３４に係る調査のため、県外所管事務調査を実施することとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 長友玉美

政策調査課調査広報班 主査 後藤仁美



商工労働企業委員会次第

日時：平成３０年９月１８日（火）１３：００～

場所：第６委員会室

１ 開 会

２ 商工労働部関係 １３：００～１４：２５

（１）付託案件の審査

第 ８６号議案 平成３０年度大分県一般会計補正予算（第２号）

（本委員会関係部分）

請 願 ３４ 四国電力伊方原子力発電所３号機の再稼働に反対する県議会決議

を求めることについて

（２）諸般の報告

①報第 ２３号 公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所の経営状況を説明

する書類の提出について

②報第 ２４号 公益財団法人日田玖珠地域産業振興センターの経営状況を説明す

る書類の提出について

③報第 ２５号 大分ブランドクリエイト株式会社の経営状況を説明する書類の提

出について

④報第 ２６号 公益財団法人大分県総合雇用推進協会の経営状況を説明する書類

の提出について

⑤報第 ３７号 県有地の信託に係る事務の処理状況を説明する書類の提出につい

て

⑥報第 ３９号 大分県長期総合計画の実施状況について

（本委員会関係部分）

⑦春の５００社企業訪問の実施結果について

⑧ＯＩＴＡドローンフェスタ２０１８の開催について

⑨大分コンビナートにおけるＪＸＴＧエネルギー株式会社と昭和電工株式会社の連

携事業について

３ 協議事項 １４：２５～１４：３０

（１）閉会中の継続調査について

（２）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから商工労働企業委員会吉冨委員長

を開きます。

本日は委員外議員として、吉岡議員に出席し

ていただいています。

ここで、委員外議員の皆さまに申し上げます。

委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑終了後に挙手し、私から指名を受けた

後、長時間にわたらないよう要点を簡潔に御発

言願います。

進行状況を勘案しながら議事を進めてまいり

ますので、あらかじめ御了解願います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案１件、請願１件であります。

この際、案件を全部一括議題とし、これより

商工労働部関係の審査に入ります。

はじめに、付託案件の審査を行います。

第８６号議案平成３０年度大分県一般会計補

正予算（第２号）のうち本委員会関係部分につ

いて、執行部の説明を求めます。

７月７日付けで商工労働部高濱商工労働部長

長を拝命しました高濱です。前職は、経済産業

省資源エネルギー庁で省エネ・新エネ施策の立

案に関わっていました。

大分県の商工労働行政にしっかりと努力して

まいりますので、御指導、御鞭撻のほどよろし

くお願いいたします。

本日は、付託案件２件、諸般の報告９項目を

担当課長より御説明しますので、よろしくお願

いします。

第８６号議案平成３０渡辺企業立地推進課長

年度大分県一般会計補正予算補正（第２号）の

うち、商工労働部関係について御説明します。

平成３０年度補正予算に関する説明書の４１

ページをお開きください。

債務負担行為の追加分ですが、事項欄の上か

ら２番目、工業団地等整備促進事業１億４，５

００万円です。

これは野津東部工場用地の進入路を整備する

臼杵市に対し、大分県企業立地基盤整備費補助

金を活用して、工事費の一部を助成するもので

す。

以上で説明は終わりました。吉冨委員長

これより質疑に入ります。

委員の方で、質疑のある方は。

前にもちょっと聞いたんだけども、野堤委員

津東部工業団地の造成は市ということで、ちょ

っと臼杵市にも確認したんやけども、用地その

ものの造成は当然まだしていない。とりあえず、

いつ来てもいいように進入路だけは造っておこ

うという話を聞いたんだけども、そこら辺の状

況はそれでいいんですか。

まず、進入路を造るこ渡辺企業立地推進課長

とによって現地視察等を企業側がしやすくなり

ます。今度、玖珠工業団地に新栄合板工業が進

出しますが、そこもやはり進入路だけ整備して、

造成前に社長に現地視察をしていただき、いい

土地だということで造成をして、来ていただき

ました。今回もまず企業を御案内しやすいよう

な形にして、決まり次第、臼杵市で造成してい

くことになろうかと思います。

臼杵市の造成の場合には、それに対す堤委員

る県の補助などはないのかというのと、あとも

う一つは、この債務負担行為はいつ頃始まって、

大体いつ頃終わる予定ですか。

造成については、分譲渡辺企業立地推進課長

に係る部分は売却で賄いますが、非分譲部分に

関しては同様の補助を活用する場合があります。

債務負担行為については、現在、実施設計中

で、これが終了し次第、臼杵市が入札にかけま

す。実施設計がおおむね今年中には終了すると

思われますので、早ければ今年の年末、若しく

は来年早々に進入路整備に着手します。今年度

は補助として５００万円を予定しています。

確かに県南地域で企業立地、企業誘致堤委員

等を望む声はあると思うんですね。ただ、大分

県内では結構塩漬け土地と言われるものが多い
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んよね。佐野の流通業務団地も完売予定がもう

かなり過ぎているし、そういう状況の中で、販

売をきちっとできるよう、県としてもノウハウ

をかなり持っているわけだから、そこら辺はぜ

ひ市とも協議しながら進めていっていただきた

いと思います。これは要望です。

ほかに質疑のある方はいらっしゃ吉冨委員長

いませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員は。吉冨委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないようですの吉冨委員長

で、これより採決します。

第８６号議案のうち本委員会関係部分につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決するこ

とに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち本吉冨委員長

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

次に、請願３４四国電力伊方原子力発電所３

号機の再稼働に反対する県議会決議を求めるこ

とについて、執行部の説明を求めます。

請願３４四国電力伊方原子田北工業振興課長

力発電所３号機の再稼働に反対する県議会決議

を求めることについて、御説明します。

お手元の請願文書表の３ページをお開きくだ

さい。

伊方原発３号機は、福島原発の事故を踏まえ

て見直された新たな規制基準に基づき、原子力

規制委員会による厳格な審査を経て、平成２８

年８月に再稼働されました。そして同年９月か

ら２９年１０月まで営業運転を行ったのち、定

期点検のため運転を停止していました。

その後、２９年１２月の広島高裁における運

転差止め仮処分決定により、本年９月３０日ま

で引き続き運転を停止している状況です。

また、大分、松山、山口の各地裁に対し、運

転差止めの仮処分申立てが行われており、これ

らの審理は終結していることから、今後決定さ

れる司法の判断に注視する必要があると考えて

います。

以上で説明は終わりました。吉冨委員長

これより質疑に入ります。

広島高裁の仮処分決定の判決では、具堤委員

体的にどういうところが危険だということで判

断されたのか、そこら辺を少し。

まず、１点は阿蘇山の火砕田北工業振興課長

流が及ぶおそれがあるということです。それが

大きなものだと思っています。それによって、

伊方原発の場所が全く安全とは考えにくいとい

うことで仮処分の決定がされたと承知していま

す。

その仮処分の決定は一応９月末が期限堤委員

になっているよね。あと、それ以外の地裁等も

今月末ぐらいに判断が出そうな方向性なんだけ

れども、広島高裁が危険があると認定して９月

３０日まで仮処分決定しているということがや

っぱり一番重要だと思うんですよ。

先日、泊原発が止まったけど、あれは胆振東

部地震で、結構震源地から離れたところにある

にもかかわらず外部電源が止まった。泊の場合、

今稼働していないけど当然貯蔵している部分は

冷却しないといかんのに、それができなくなる

外部電源の喪失が９時間続いたというから、非

常用電源で冷却はしたんだけど、そういう点で

安全基準に合致しているかと言うと、安全であ

るとは言えないと私は思う。そこら辺は県とし

てどう考えるか。

四国電力からお聞きしてい田北工業振興課長

る内容では、四国電力も今度の新たな規制基準

に合わせて、水をためるタンク等を高台に整備

するとか、放水路等の整備を新たにする、ポン

プ車を整備する、そういったものを新たに追加

して、非常時の対応をするとお聞きしています。

中央構造線断層帯から８キロメートル堤委員

しか離れていないよね。中央構造線ですから、

当然それは大分とかにずっと伸びているわけな

んだけれども、南海トラフ地震等も可能性が非

常に高くなってきているということで、連動し

て中央構造線断層帯が動く場合もあると思う。

そうしたときに、地震動は１千ガルまでかな、

かなり耐えられるようにしているけれども、そ

ういった想定以上のものが出てくる可能性もあ
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る。

この前、原子炉の部品で、どこやったかな、

ちょっと会社名を忘れたけど、検査データを改

ざんして原子力発電所にも使われていたという

のも報道されとったよね。

伊方から４５キロしか離れていない、中央構

造線もある、南海トラフもあって、もし巨大地

震が起きれば、津波が来て結局伊方原発の電源

喪失にもつながる可能性も十分あって非常に危

険。そういうのをもろもろ考えて、９月末が一

つの期限になっているから、この請願は、議会

に決議してもらいたいという非常に重い内容に

なっているよね。当然我々が決めることなんだ

けども、県としても、四電が言うことだけをそ

のまま言うんじゃ誰でもできるけど、そうじゃ

なくて、この部分についてはそういう立場に立

つべきだと私は思いますよ。

今回、請願を提出するにあたって、尾島委員

４万人近い署名が添付されていますよね。やっ

ぱり県民は再稼働に非常に大きな不安を持って

いる。かなり近傍にある原発が再稼働すること

によって、もし事故が起これば、電気を享受し

ていない大分県民が被害だけ受けるということ

になるわけですから、そういった意味では非常

に慎重になってほしいという願いがこの署名に

込められていると思うんですけど、その辺は県

としてどう受け止めていますか。

やはり県民の理解というの田北工業振興課長

が大事だと認識しています。そういう意味で、

愛媛県とは平時においても、何か愛媛県で公表

するようなことがあれば、それはしっかり即時

に大分県にも出していただくという確認書を取

り交わして、人も交流しています。

あと、県民の理解という部分ですが、昨年度、

防災士や区長を対象に放射線の基礎知識や異常

時の正確な情報収集、そして被ばくを避けるた

めの屋内退避等の対処方法などについての研修

等も実施していますし、そういったことを広げ

て周知を図っていく、県民の理解を得ていくと

いうのが大事だと認識しています。

北海道の地震で、さきほどもちょっ尾島委員

と話が出ましたが、テレビの報道を見ますと、

外部からの電源が止まったということで自家発

電に切り換えて、冷却水の投入については自家

発電で行っているので問題ないということでし

た。それはそれで良かったんですが、二重三重

の安全対策というのは当然取られていると思う

んですけど、福島でもそうだったように、命綱

が例えば２本、３本あっても、３本とも止まる

可能性だってあるわけです。今回は非常電源が

自家発電で上手に稼働したわけですけど、こう

いったものも、例えば、福島のように浸水によ

って緊急電源が稼働することができなかったと

いう例もあったわけですね。ですから、こうい

う命綱をいくら安全率を高めるために造ってい

ても、不測の事態で命綱の１本１本が切れる可

能性だってあるわけですから、そういった命綱

が切れてしまえば大きな取り返しのつかない災

害につながるわけです。そういったところを請

願者の皆さん、そして県民の皆さんが心配され

ていると思うんですね。ですから、絶対安全神

話というのは恐らくないでしょうから、県とし

ても県民の生命、安全を確保するために、再稼

働に慎重になるのが当然ではないかと思うんで

すけど、いかがでしょう。

再稼働にあたっては、四国田北工業振興課長

電力と国において十分な責任を持って引き続き

安全対策、そして地域への説明等を行うことが

一番大事だと考えています。

尾島委員、いいですか。（「とり吉冨委員長

あえず」と言う者あり）

事実確認でもうちょっと正確な部分麻生委員

をお答えいただければと思うんですが、まず司

法の判断について、９月３０日に広島高裁が判

断を下すということですが、それぞれの裁判所

にどういった提訴がなされていて、いつ判断が

下されるのかという事実関係についてまず教え

てください。

広島高裁においては、昨年田北工業振興課長

１２月１３日に差止めの仮処分決定がされてい

ます。９月３０日までという形です。

審尋等は７月１４日で終わっています。８月

９日の住民側の書面提出期限をもって審理終結

ということになっています。
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あと、大分については、一昨年６月に仮処分

申請されて、５月２４日に第１２回の審尋が終

結し、審理終結となっており、９月中に決定さ

れる予定とお聞きしています。

それと、山口の仮処分申請については、２９

年３月３日に行われ、９月２８日に審理終結予

定と聞いています。

松山についても、２９年８月に抗告し、今年

７月１８日に第４回の審尋があり、審理終結と

聞いています。

それから、これは広島高裁になるん麻生委員

でしょうか、阿蘇山の噴火を想定して、伊方原

発まで火砕流が届くということですが、そのと

きには当然大分は壊滅状態ということが想定さ

れるんですが、前提としてはそういう判断での

差止めだったんですよね。そのときに大分県民

の安全を守れている状況かどうかというのは、

県としてどう捉えられているんですか。

大変恐れ入ります。災害時田北工業振興課長

については、防災局の方でいろんな想定や防災

対策を行っており、私は阿蘇山の火砕流まで承

知しておりませんので、ちょっとお答えできま

せん。

想定外が最近多いもんですから、県麻生委員

民も全滅するくらいのことも想定し得る状況だ

ということなんですよね。

それから、今回の北海道地震の関係で、泊原

発は稼働していなかったんじゃないでしょうか。

その辺を正確に説明してください。

泊原発は稼働はしておりま田北工業振興課長

せん。今回は、停止中での冷却ということだと

承知しています。

稼働していないということでいいん麻生委員

ですよね。

それで、今回の地震では、特に北海道にとっ

ては気候的には何とかしのげる時期だったけれ

ども、今年の夏の酷暑、命に関わるような暑さ

がある中での停電であるとか、逆にとても寒い

状況での停電に関しては命に関わる問題なので、

そういう意味では電力の需給状況という部分は

とても大事なことだろうと思うんですね。だか

ら、今回、北海道ではいまだに節電を呼びかけ

ざるを得ない状況がありますが、四国の場合は、

電力の需給状況や原発の比率はどういう状況に

なっているんでしょうか。

大変すみません、四国電力田北工業振興課長

の電力の需給状況についてはちょっと今手元に

持っていないので、お答えできません。

その辺は、四国にお住まいの方々に麻生委員

とっては命に関わる問題ですから、正確に把握

しておく必要があると思うんですね。

もう一つ聞きたいのは、例えば、今回の北海

道の場合、本州との電力の補完関係について十

分な対策が取れていなくて、一遍にダウンして

しまったという課題があげられているわけです

よね。だから、そういう意味で、例えば四国と

九州の補完関係とか、四国と九州と中国とか、

あるいは近畿も含めて補完関係がどういうふう

になっているのか、この辺については把握して

いらっしゃいますか。

九州は当然把握しています田北工業振興課長

けれども、さきほど申し上げましたように、四

国電力のエネルギーバランスがどうなっている

か、今承知していませんので、そこら辺はしっ

かりまた把握したいと思っています。

四国の方々の暮らしを守る、あるい麻生委員

は命を守るという中で、地元の方々も含めて、

一度はそういった選択をして現実を受け入れた

のか受け入れざるを得なかったのか、四国に現

状として原発が存在することは事実ですよね。

だから、それに対して四国の方々がどのような

考えでこれからやっていくかということと、最

近の想定外の問題に国民が皆、我々も人ごとと

せずに当事者意識を持って考えていくことは当

然必要だろうと思うんですけれども、今すぐ再

稼働して、もし北海道みたいな想定外の地震が

起こったときに、それを補完する電力エネルギ

ー源というものを、火力とか再生可能エネルギ

ーとか、何に求めることができるのか。逆に言

うと、今止まっている原発を動かした方が命を

救えるという場合には、稼働までにどれぐらい

の時間がかかるのかとか、そういったことにつ

いて、もし分かる範囲で説明できる方がいらっ

しゃれば教えてほしいんですが。
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伊方原発に関しては、発電田北工業振興課長

機が三つありまして、１号機と２号機は四国電

力が廃炉を決定しています。３号機については、

一旦稼働して点検中に停止になっていますので、

じゃどのくらいで稼働ができるかというのは、

ちょっと新聞を見ましたら、長くて１週間、２

週間かかると書いていましたけれども、正確な

部分については確認してからでないとお答えは

しにくいかと思っていますし、四国電力の今の

エネルギーバランスがどういう状況になってい

るか、火力がどういった配置にあって、どのく

らいの割合があるのか、そういったことも十分

調べないとお答えできないというのが現状です。

確かにこの署名の数の重さとかその麻生委員

思いはしっかり受け止めて、想定外ということ

があってはならないわけですけれども、今、お

伺いする中では、エネルギーバランスの状況と

か、また、例えば、これを仮に採択しても、法

治国家で三権分立になっている中で、９月中に

司法判断も出るわけですよね。これは専門家も

含めて、今言ったようなこともそれなりにしっ

かりと調べた上での判断が出てくるんだろうと

思います。それも受け止めながら、私はもうち

ょっとよく調べて、当事者である愛媛県の状況

や県民の皆さんの思いなどもよく整理しながら、

大分県として何ができるかということも含めて

考えていく必要があるんじゃないかと思ってい

ますので、さらに調査を必要とするんではない

かと思います。継続審査をしながら、当委員会

としても現地に行くとか、いろんなことも踏ま

えて、ちょっと本気で調査をしたらどうかなと

思います。

継続審査の話が今出てきたけれども、堤委員

この伊方原発の請願というのは、もう何年も、

何回も出ている。そのたびに継続、継続、最後

には不採択、審議未了という形で流れてきてい

るのが実態。これは県議会の姿勢に問題がある

んだけれども、今回は９月末に一つの大きな司

法判断がある。そこで県議会として決議をしま

しょうよと、再稼働を許してはいけませんよと

いう意思表示を我々がするんだから、継続じゃ

なくて、今回は採決をすべきだと私は思います。

ほかにございませんか。吉冨委員長

〔「なし」と言う者あり〕

今、委員から、継続審査について吉冨委員長

の御発言がありました。これについてお諮りし

たいと思います。

本請願について、継続審査とすることに賛成

の方は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

３人。では、委員長採決というこ吉冨委員長

とになります。

今回の請願については、確かに法律上の原発

の立地県と、また立地県ではない大分県とでは、

当然ながら安全対策その他でいろいろな問題点

があるのは十分承知しています。特に福島第一

原発等の事故を見れば、さきほど委員の中から

も発言がありましたように、被害は原発の立地

県だろうと立地県でなかろうと同じであるとい

うことは十分分かっているわけですけれども、

この法律、制度というものと大分県という地域

とのはざまに挟まれているわけです。その中で

４万名という署名が出てきているというのは大

変大分県議会にとっても重要な問題であると思

ってはいます。しかしながら、さきほど麻生委

員からも話がありましたように、原発というよ

りも電力のこれからの需要や、今の文化的生活

を送っていく中において、各発電所がダウンし

たときに電力を大分県民にもどのようにして融

通していくかというところまではまだはっきり

と――さきほどの課長の答弁では九州管内では

分かるけれども、本州、四国を結ぶところまで

はまだ分からないという話も出ていました。そ

ういうことも考えますと、やはり大分県として

はまだまだこの中身をしっかりと精査していく

必要があるのではないかということで、委員長

としては、継続審査ということにいたしたいと

思います。よろしいでしょうか。

お願い。さっき麻生委員が伊方に行っ堤委員

たり、具体的に調査をするべきだと言いました

が、前もそういう話があって、結局行かんずく

だった。これはぜひ実際に行くということと、

請願者の方々がどういう思いでこの請願を出し

たんだということも含めて、参考人として一遍
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委員会にお呼びして話を聞くのも大きな意義が

あると思いますので、それはぜひ検討していた

だきたいと思います。

今、堤委員からそういう発言があ吉冨委員長

りましたので、当委員会としては、任期ももう

余りありませんけれども、その中で最善の努力

をしていきたいと思います。各委員の皆さん方

は御理解のほどよろしくお願いします。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。報告の件数が

多いので、まず①から⑤までについて説明を求

めます。

県出資法人等の経営状河野商工労働企画課長

況報告について御説明します。商工労働企業委

員会資料の１ページをお開きください。

商工労働部が所管する出資団体の一覧です。

大分県公社等外郭団体に関する指導指針に基

づき、商工労働部が議会に報告する１０団体の

うち、地方自治法に基づき経営状況等を報告す

る出資比率が２５％以上等の団体は、上段の１

指定団体の表に記載している４団体です。

この４団体の経営状況は、大分県議会定例会

議案、公社等外郭団体経営状況等調書にも記載

していますが、本日は、商工労働企業委員会資

料を用いて御説明します。

資料の２ページをお開きく安藤情報政策課長

ださい。

公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究

所についてです。

２のとおり、県の出捐金は１億５千万円で、

出資比率は３５％となっています。

３の事業内容ですが、地域や全国の情報化の

進展に寄与するため、高度情報化社会における

情報セキュリティやＡＩ、ＩｏＴ等最先端技術

の活用方法などに関する調査・研究、情報提供

を行っています。

４の２９年度決算状況ですが、下線を引いて

いる当期正味財産増減額は、１８５万４千円の

減となっています。

これは、５の問題点及び懸案事項のとおり、

高利率の地方債が２９年度途中に満期を迎えた

ことにより、基本財産運用益が約１５０万円減

少したこと等によるものです。

このため、６の対策及び処理状況のとおり、

賛助会費や研究開発外部資金の獲得を推進し、

自主財源の増加を図っていきます。今年度は既

に総務省のＩｏＴを活用したモデル事業にも採

択されており、引き続き外部資金の獲得につな

がるような活動に取り組みます。

資料の３ペー佐藤商業・サービス業振興課長

ジを御覧ください。

公益財団法人日田玖珠地域産業振興センター

についてです。

２のとおり、県の出捐金は１６０万円で、出

資比率は３２％となっています。

３の事業内容ですが、日田玖珠地域の地場産

業を支援するため、地域産品の展示販売及び市

場開拓並びにセンター内の会議室等の貸出しを

行っています。

４の２９年度決算状況ですが、下線部分の当

期正味財産増減額は１，１２２万円の増額とな

っています。

これは、５の問題点及び懸案事項に記載のと

おり、２年続いた自然災害の影響による観光客

の減少で、センター売店等での売上げは減少し

たものの、福岡市にある日田市アンテナショッ

プでの販売が好調に推移したこと、また、ふる

さと納税返礼品による地場産品の販売額が大幅

に増加したためです。

このため、６の対策及び処理状況については、

販売が好調なアンテナショップやふるさと納税

返礼品等による地場産品の販売を引き続き強化

するとともに、センターへの誘客のための旅行

斡旋業者等への積極的な営業活動や貸し会議室

の稼働率向上に努めることとしています。

今後とも、日田市と協議しながら経営改善に

つながる指導・支援を行ってまいります。

続いて、資料の４ページをお開きください。

大分ブランドクリエイト株式会社についてで

す。

２のとおり、県出資金は５千万円で、出資比

率は５２.６％となっています。

３の事業内容ですが、首都圏における大分ブ
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ランドの確立と魅力ある県特産品の販路拡大を

図るために設置した大分県フラッグショップ

「坐来大分」の運営を行っています。

４の２９年度決算状況についてですが、下線

部分のとおり当期純利益は２３０万円の黒字と

なっています。これは５の問題点及び懸案事項

のとおり、主力のレストランの売上げが前年度

並みを確保することができ、また原価管理の徹

底に努めたことにより、４期連続の黒字を達成

することができたというものです。

累積赤字の解消と大分県フラッグショップと

しての機能を一層強化するため、項目６の対策

及び処理状況のとおり、３０年度も経常黒字と

なるよう原価管理の徹底に努め、ダイレクトメ

ールの発送やランチイベントの開催等により、

リピーターの掘り起こしと新規顧客の開拓に取

り組みます。また、民間店舗と連携した物産販

売や大手企業の本社等への出張販売を継続的に

実施するほか、ＳＮＳの積極的な活用、市町村

と連携した地域フェアの開催などにより、首都

圏での大分の情報発信に努めてまいります。

資料の５ページをお開中山雇用労働政策課長

きください。

公益財団法人大分県総合雇用推進協会につい

て御説明します。

２のとおり、県出資金は９億１，０４５万円

で、出資比率は７４．５％となっています。

３の事業内容ですが、当協会は、若年者雇用

・人材定住促進事業として、若年者やＵＩＪタ

ーン就職希望者を対象とした就職支援情報の提

供や就職相談及び企業説明会の実施、また高齢

・障がい者雇用支援事業として、生涯現役社会

実現のための周知･広報及び障がい者の就職説

明会の開催などの事業を行っています。

次に、４の２９年度決算状況についてですが、

下線を引いている当期正味財産増減額は２，９

６３万３千円の減となっています。主な要因は、

基本財産の一部を計画的に取り崩して自主事業

を実施したこと等による正味財産の減によるも

のです。

５の問題点及び懸案事項についてですが、平

成２２年度の包括外部監査等で人材定住基金の

有効活用が課題であると指摘を受けました。そ

の後協議を重ねた結果、県長期総合計画の実現

に向け当協会も積極的な役割を果たすため、平

成２８年度から基本財産を一部取り崩して、雇

用の確保と安定のための自主事業を実施してい

ます。

このため、６の対策及び処理状況に記載して

いるとおり、国や県からの委託事業と協会自主

事業が相乗効果を発揮できるよう、定期的な協

議の場を設け積極的に意見調整を行っています。

以上で、当部が所管する外郭団体の経営状況

等の報告を終わります。

続いて、報告第３７号河野商工労働企画課長

県有地の信託に係る事務の処理状況について説

明します。

資料の６ページを御覧ください。

２の事業内容ですが、大分市東春日町のソフ

トパーク内の県有地７，３８３平方メートルを

三井住友信託銀行株式会社に信託し、オフィス

ビル２棟を建設・運営しています。賃料収入等

により建設借入金を返済しており、返済終了後

には土地・建物が県に引き渡されることになっ

ています。

３の２９年度決算状況ですが、当期純利益は

１億９，６７２万６千円となっています。利益

処分の内訳は、その右側の利益処分計算のとお

り、建設費用等の借入金返済に９，７２６万５

千円、維持補修工事等の資本的支出に２，２６

８万円、運転資金留保額等に５，５９１万円、

共益費会計余剰金に２，３１２万６千円等です。

４の問題点及び懸案事項ですが、今年度、大

分県国民文化祭・障害者芸術文化祭の事業終了

による事務局の退去が予定されています。退去

後の予定空室数は１０室であり、これらについ

て新規入居者の確保が必要です。

５の対策及び処理状況のとおり、企業立地推

進課と連携した誘致活動等により、入居率はこ

れまで３年連続増加と順調に推移しており、平

成３０年度も大手仲介業者を対象とした内覧会

の実施等、新たな取組により入居率は８３．８

％とさらに増加の見込みです。引き続きこうし

た誘致活動を通じて、さらなる入居者確保に努
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めてまいります。

ただいまの５件の報告について、吉冨委員長

質疑等はございませんでしょうか。

大分ブランドクリエイト株式会社に麻生委員

ついての報告がありましたが、大分・熊本地震

のときも含めて、せっかく大分を応援したい、

大分のアンテナショップがどこかにあるはずだ

と言っても、路面店もなく、フラッグショップ

として他の県とは違ったやり方をしていますか

ら、どうしてもこういうことになるんだろうと

思います。関東圏とかの県人会の方々から大分

は寂しいなという声をよく聞くので、そういっ

た声に応えるためには、説明にあった民間店舗

と連携した物産販売や出張販売において、大分

の関係の方々、県人会の方々にももっとＰＲし

て協力を求めるような――ＳＮＳを使っての情

報発信もより多くの方に協力してもらえる形に

なるかと思うんですが、そういう意味で、件数

や目標をどういった設定にしていて、最近の目

標達成状況はどうなっているのか、もうちょっ

と詳しく説明していただけませんか。

２９年度の出佐藤商業・サービス業振興課長

張坐来については、大手企業等を訪問して実施

した件数は２２件です。２８年度も、さきほど

お話がありましたように熊本地震等もありまし

たので、そのお礼をするという意味から３０件

実施しましたが、昨年も九州北部豪雨がござい

ましたので、その関連も含めて２２件実施した

ところです。

民間店舗については、今確か４か所だったと

思います。それと、先日、坐来のホームページ

に、大分県産品の食事ができる飲食店をあげて

います。今後、そういうところともネットワー

クを作りながら、大分の情報発信をしていきた

いと考えています。

そういう意味では、坐来そのものの麻生委員

中長期計画というのが非常に重要になってくる

と思うんです。出資比率に関しても、他の県出

資法人については、目的をいついつまでに達成

すれば出資率は下げていくというような明確な

目標数値も出ているんですよね。だから、大分

ブランドクリエイト株式会社の出資比率も何年

までにどこまで下げて、極端な話がレストラン

経営については、設立当初については独自経営

まで持っていくと、それも最初は３年をめどに

というような議論もあったわけですから、そう

いったことも含めてもうちょっと厳しく中長期

計画について詰めた話をしっかりしていただき

たい。

そして、県人会の方々をはじめとする皆さん

の期待に応えられるような路面店などについて

も少し対策を練っていく必要があろうかと思い

ますので、お願いしておきたいと思います。

１点、提案ですけれども、地方創生コンシェ

ルジュに、地方創生交付金のためだけじゃなく

て、こういった情報発信をしてもらうのも一つ

の方法であります。そういう方々が４１名いら

っしゃるんだけど、坐来を何かに使ったとか、

その人たちが坐来から発信したというのを聞い

たことがないよね。そういった部分についても、

しっかり対処していただきますよう要望してお

きます。

日田玖珠地域産業振興センターの件尾島委員

なんですが、さきほどアンテナショップの販売

額が伸びたということと、ふるさと納税が好調

だったという説明があったんですが、福岡県に

おける販売額はどのくらいになるんでしょうか。

それから、当然災害の応援という意味で、ふ

るさと納税が多かったんではないかと思うんで

すけど、日田の産品でどういったものを返礼品

にしていて、３割を超えるような額になってい

るのか、その辺が分かれば教えていただけます

か。

福岡での販売佐藤商業・サービス業振興課長

額ですが、日田市のアンテナショップでは年間

１億８００万円の販売額と聞いています。

それと、すみません、ふるさと納税の返礼品

にどんなものがあるかについては全く承知して

おりません。

１２０品目ほどございますが、なかなか目立

つものが難しいというのは日田市から聞いてい

ます。

返礼品目当てではないんでしょうけ尾島委員

ど、セールスポイントがあって、それと災害の
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応援等の形で納税額が増えたんではないかと思

うんで、何か魅力があったんだと思うんですけ

どね。

ふるさと納税佐藤商業・サービス業振興課長

返礼品については、一つには九州北部豪雨の支

援というのが多いです。と言いますのが、ふる

さと納税自体が７月の豪雨災害以降、７月、８

月、９月と突出しています。ですから、そうい

う意味での支援だったと思われます。

今のに関連して、前にも聞いたんだけ堤委員

ど、日田玖珠地域での産業振興センターという

一つの塊で支援をしているよね。ただ、県南地

域とか県北地域とか、いろいろ地域があると思

うんですよ。多分これは日田市がメインで作っ

たんだろうけども、県南地域でセンターのよう

な方向性はないんですか。

日田玖珠地域佐藤商業・サービス業振興課長

産業振興センターは昭和５６年に設立していま

すけれども、国の地場産業振興センターという

ことで、国から示された地場産業総合振興対策

に基づいて設立された法人でして、そのとき大

分県が手をあげたのが日田玖珠産業振興センタ

ーということになっています。

もうそれはないの。昭和５６年当時だ堤委員

からね、もう手をあげるも何も、県南が今頃手

をあげても駄目だね。（「だと思います」と言

う者あり）

今この日田玖珠地域産業振興センタ麻生委員

ーの出資比率は、３２％が県でしょう。日田と

言えば杉やけど、日田木材協同組合なんかは出

資しているか。

出資比率につ佐藤商業・サービス業振興課長

いては、県のほか、日田市が２３５万円で４７

％、あと日田家具工業会が３０万円で６％、そ

れと日田木材協同組合が１０万円で２％の出資

をしている状況です。

なぜそれを言ったかというと、天皇麻生委員

陛下も行かれた日田杉の資料館、すごくでかい

日田杉のいいものがある資料館が眠っていてい

かされていないんよね。組合事務所が移転した

ばかりでしょう。移転しているんですよ。そこ

が今後どういかされるかによって日田全体にも

影響が出てくるでしょうから、日田杉資料館に

ついても、この振興センターと連携して何かで

きないか、そういった投げかけをされたらどう

かと思います。ちょっと今気付きましたので、

申し上げておきたいと思います。

ほかに委員の皆さまはよろしいで吉冨委員長

すか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに、委員外議員はよろしいで吉冨委員長

すか。

〔「はい」と言う者あり〕

別に御質疑等もないようですので、吉冨委員長

次の⑥について説明を求めます。

大分県長期総合計画の河野商工労働企画課長

実施状況について御説明します。資料７ページ

をお開きください。

こちらは、別冊資料の大分県長期総合計画の

実施状況について（平成２９年度実績）から、

大分県長期総合計画における総合評価及び目標

指標の進捗状況を抜き出したものですので、こ

の資料で御説明します。

これは、大分県行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例に基づき、毎年、報告してい

るものです。

まず、上段を御覧ください。指標以外の観点

も含め、５９施策の総合評価の結果を記載して

います。

施策の進捗が順調に進んでいるＡ評価及びお

おむね順調に進んでいるＢ評価は５８施策、や

や遅れているＣ評価は１施策となっています。

次に、下段を御覧ください。目標指標の達成

状況についてですが、８９指標のうち、達成及

びおおむね達成は、表の上から３行目にありま

すように８３指標、達成不十分及び著しく不十

分は６指標となっています。

資料８ページをお開きください。

まち・ひと・しごと大分県総合戦略基本目標

・施策ＫＰＩ達成状況についてですが、これは

別冊に記載している目標指標から、総合戦略に

掲げた基本目標と施策ＫＰＩを抜き出したもの

ですので、指標の達成状況についてはこちらの

一覧で御説明します。
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商工労働部が所管する施策は、基本目標Ⅱの

１のうち、（４）から（１０）の７施策となっ

ています。

それでは、主な指標の達成状況について御説

明します。

まずは、ページ中ほどの（５）の指標欄にあ

ります企業誘致件数です。

２９年度の目標値２５件に対し、実績は５５

件であり、達成度は２２０％となりました。

これは、これまでの集積効果等を背景に、県

北部を中心に自動車関連企業の誘致が増加する

とともに、６号地Ｃ－２地区や玖珠工業団地等

の県営工業団地においても誘致を積極的に進め

たことや、姫島村へのＩＴ関連企業、温泉等の

地域資源を活用したリゾート関連企業など、幅

広い分野・地域において誘致が実現したことに

よるものです。

今後も本県の強みである自動車関連企業など

の製造業に加え、大分県版第４次産業革命“Ｏ

ＩＴＡ４．０”の牽引役となるドローンやＩＴ

関連企業など、幅広い業種において県内各地へ

の積極的な誘致を進めてまいります。

次に、二つ下の創業支援件数です。

２９年度の目標値５００件に対し、実績は５

７１件であり、達成度は１１４.２％となりま

した。

これは、創業支援拠点であるおおいたスター

トアップセンターが、商工団体、金融機関等の

県内支援機関と連携し、精力的に支援を行った

結果、目標値を達成したものです。

今年度も年間５００件の創業を持続するため、

創業者の確保に努めており、多様なビジネスの

創出を目指し、女性起業家や留学生などを対象

とした支援を行うとともに、成長志向のあるベ

ンチャー企業のビジネスのブラッシュアップに

も取り組んでいます。

ただいまの報告について、質疑等吉冨委員長

はございますか。

チャレンジする中小企業と創業の支麻生委員

援について、多様な仕事を創出する産業の振興

と人材の確保には、特に中小企業の育成も全体

的に関わってくると思うんですが、（４）から

（１０）までの各種施策をやることによって、

結果として雇用者所得が上がってきているのか

どうか。その辺の数値は最近統計をまとめてい

るんじゃないかな。分かれば教えてください。

今ちょっとその数値に河野商工労働企画課長

ついては承知していませんけれども、例えば個

別には、企業誘致件数について、企業誘致を進

めることによってどれだけの税収があったか、

効果があったか調べたものはあります。

御指摘の数値については確認させていただき

たいと思います。

雇用者所得、最終的には一人当たり麻生委員

の県民所得というのが一つの大きな指標、目標

になってくるんだろうけど、とりあえず商工労

働部としては雇用者所得とか、従業員数の規模

別の雇用者所得の変化とか、そういったものに

よって成果を見ていくことも重要かと思います

から、そういった視点もぜひ持って取組をして

いただければと思います。

それともう１点、別件ですが、先日の議会答

弁でもビジネスプラングランプリについて支援

をして、それなりの成果が出ているということ

だったんですが、ビジネスプラングランプリは

飽くまでも大分県の中でやっていますよね。販

路拡大とかいろんなことを考えたときに、これ

を県内にとどめるんじゃなしに、全国規模のグ

ランプリがあるのかどうか、なければ、何かそ

れに対する対策的を考えているか伺います。

まず、ビジネスプラ稲垣経営創造・金融課長

ングランプリですが、対象者としては県内企業

だけではなくて、県外で活動している方も、県

内で今後事業を展開することを前提としてビジ

ネスプラングランプリに参加していただいて、

いいものには優秀賞を差し上げ、かつ補助金を

交付してその事業化を拡大、支援するよう事業

をやっています。

それだけではなくて、今後の県外に向けての

展開への支援ということで言えば、平成３０年

度から、視点を大きく持って県外展開も含めて

企業を伸ばそうというベンチャー企業を支援す

るアクセラレーションプログラムという事業を

しており、県外を視野にどんどん販路開拓をす
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る県内企業を応援しています。

それと、県内のビジネスプラングランプリだ

けではなくて、県外の大きなグランプリはある

かという御質問については、例えば、福岡は福

岡で九州管内の企業を集めて、優秀なベンチャ

ー企業のビジネスを募集したりとか、また東京

は東京でそういったことをしており、そういっ

たものにも県内企業が手をあげています。今回、

全国、また世界を目指すような県内ゆかりのベ

ンチャー企業が九州で２件選ばれており、今度

は東京でやって、そこでうまく行けば、今度は

アメリカでチャレンジする県内企業も出ている

ところです。

そのＰＲがなかなか聞こえてこない麻生委員

もんですから、もっともっとＰＲしていいんじ

ゃないかなと。同時に、そういった審査員に地

方創生コンシェルジュの責任者を入れて、交付

金は少ないかもしれんけど、何とか知恵を出し

て、もっと発信力のあるようなやり方をすると

か、リーサスを活用した発信をするとか、いろ

いろ方法はあろうかと思いますけれども、ひと

工夫もふた工夫もしてほしいと思います。

それから、やっぱり人材の確保が一番大きな

問題ですけれども、人材の活用拠点と地方創生

コンシェルジュの連携というのは図られている

のかどうか。活用拠点は活用拠点ですよという

形でやっているんでしょうけど、情報共有が大

分県庁は課題かなという気がしているので、横

のネットワークというか、全体的な横のつなが

りをもっともっと活用して、ぜひ取り組んでほ

しいと要望しておきます。

最後に、ラグビーのワールドカップとか大規

模イベントに関して、キャッシュレス化が、施

策評価の中でうまくいっていると言いながら、

サービス産業生産性向上支援事業の評価がＣに

なっているので、キャッシュレス化について特

に考えていることとか課題があれば一言答弁を

求めます。

キャッシュレ佐藤商業・サービス業振興課長

ス化については、今年度は観光関連の消費拡大

支援事業の中でキャッシュレス化の啓発をやる

こととしており、今、セミナーなどを開催して

いるところです。

今一番の課題は、キャッシュレス化にどんな

ものがあるかというのが、今頻繁にいろんなも

のが出ていますから、それがちょっと店舗にと

って分かりづらいというのが一つあります。

それと、コストが高くなると。例えば、クレ

ジットカードですと、カードリーダーを購入し

ないといけない。それと手数料の問題がありま

す。それともう一つはキッシュフローです。現

金だと日銭が入ってくるので、そこで回ってい

くんですけれども、キャッシュレスになると、

例えばクレジットだと月２回とかなので、その

間のキャッシュフローをどうやっていくかとい

うような課題もありますので、その辺を検討し

ながら、できることはやっていきたいと考えて

います。

今、正しく初期投資とランニングコ麻生委員

スト、それとキャッシュフローの話が出る中で、

金融施策を含めて、もう急いで県としてどこま

で――とにかくキャッシュレス化という波が来

ているわけであって、いろいろ選択があり、う

ちはもう現金で行きますよというような経営者

も多いのも事実です。各商店街の役員に説明し

て、御苦労しているわけよね。そのときに、一

体的な支援メニューがあるかというと、そこが

ない。それが課題だろうと思いますので、長期

で初期投資とかランニングコスト、手数料の問

題も含めてうまく金融施策として支援できるよ

うな形をそろえて、それはそれじゃなしに、一

体的にキャッシュレス化を推進する流れにしな

いと、説明会をいくらやっても意味がないと思

いますから、そこのところは十分県の中で煮詰

めて提案していただければと思います。

そのほかはよろしいですか。吉冨委員長

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡議員もよろしいですか。吉冨委員長

〔「はい」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないようですで、吉冨委員長

次の⑦について説明を求めます。

春の５００社企業訪問河野商工労働企画課長

の実施結果について御説明します。資料の１０

ページをお開きください。
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商工労働部では、県内企業の声を施策に反映

することを目的に、平成２０年から年２回、部

職員による５００社企業訪問を実施しています

が、今年春の訪問結果について概要を報告しま

す。報告書の抜粋版もお手元に配付しています

ので参考にしていただければと思います。

１の概観です。今回は４８２社を訪問しまし

た。景況感は昨年の水害による落ち込みから改

善し、引き続き回復基調を維持しているという

状況です。景況判断指数をＤ．Ｉで示していま

すが、Ｄ．Ｉとは景況が「良い」と答えた企業

の割合から、「悪い」の割合を引いた値であり、

高ければ景況感が良いことになります。今回の

Ｄ．Ｉは２４．７ポイントとなり、過去２番目

の高水準となりました。

次に２の業種別の景況感です。製造業のＤ．

Ｉは２８．８ポイントと引き続き高水準を維持

しています。

製造業のうち、電気機械、主に半導体関係で

すが、世界的な需要増が続いており、製造業全

体を牽引する高い景況感となっています。クラ

ウドやビットコイン等の拡大によるデータセン

ター向けの需要が特に伸びているという状況で

す。

輸送機械は、自動車関連ですが、日産、トヨ

タの生産が好調で、ダイハツも新型車の生産を

開始し、Ｄ．Ｉは前回から改善しています。

食品加工は、県内で最も企業数が多い業種で

すが、景況感はやや下がってプラスマイナスゼ

ロとなっています。販路開拓が順調で売上げを

伸ばす企業もありますが、原材料や流通コスト

の上昇に悩む企業も多いという状況です。

非製造業のＤ．Ｉは２０ポイントで、前回か

ら１０ポイントの増と回復基調が顕著になって

います。

飲食・宿泊については、前回は水害の影響で

大きく落ち込みましたが、客足の戻っている事

業者もあり全体としてはプラスに戻しています。

対個人サービスも回復し、今後さらに改善の

見通しです。

通信・情報は引き続き高水準のＤ．Ｉとなっ

ています。

次に３の従業員規模別の景況感です。中規模

程度の企業は景況感が良く、小規模事業者が最

も厳しい状況となっています。

４経営上の課題についてですが、前回に引き

続き、「人材不足」の割合が最も高く、次いで

「販路開拓」、「新商品開発」が多くなってい

ます。

目立つところでは、「原材料高」の割合が特

に製造業で大きく増えています。

５人材確保についてですが、依然として人手

不足感が強いという状況です。業種別では、通

信・情報、飲食・宿泊、輸送機械が特に不足感

が強い状況です。

最後に６事業承継についてです。約４割が

「特に考えていない」と答えており、意識喚起

の必要性が高いと思われます。

承継にあたっての課題については、「事業の

将来性に不安がある」が最も多くなっています。

この訪問結果等を基に、今後の施策を検討し

てまいりたいと考えています。

ただいまの報告について、質疑等吉冨委員長

はございませんか。

５００社企業訪問はもう随分になり麻生委員

ますよね。経年変化を見られるような資料は、

これとは別途何か公表されているんですか。民

間でもそうなんですけど、大体こういった場合、

ヒアリングシート的な、毎年同じ項目について

客観的にデータを記入して集計をするというこ

とと、今年のテーマは何だというようなことで

行っているかと思いますが、特に２０１８年春

については、一番大きなテーマはどういうもの

か、もうちょっとその辺を説明してください。

こちらの資料の２ペー河野商工労働企画課長

ジに、これまでのＤ．Ｉの推移辺りは若干記載

しています。

また、ホームページには、この資料を抜粋で

はなく、完全版で掲載していますので、御参照

いただければと思います。

今回のテーマについては、やはり小規模企業

者の事業承継というところが喫緊の課題だと考

えており、そこを大きなテーマとして調査をし

たところです。
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日銀の大分支店の特別調査レポート麻生委員

などは毎回なかなかいい形でまとめていて、最

近では農業関係とかについて問題提起をしてい

ただいている。そういった課題について、５０

０社訪問の中にうまく組み込んで、例えば、農

業関連に参入してみようとか、食品加工にチャ

レンジしようとかサポートしようとかといった

ものと事業承継とをうまくマッチングできるき

っかけになるよう、意識を持った訪問にしてい

ただきたい。そこら辺についてはぜひ再度工夫

してほしいと思います。

８ページの一番下、その他の意見で、堤委員

県の発注は地場企業を含めた特別枠を作るべき

とあるが、何か具体的に検討しているのか。

これについては、トラ河野商工労働企画課長

イアル発注が該当するかと思います。地場企業

の発注というのは大事だと思いますので、そう

いったところはなるべくしっかりと考えながら

進めていきたいとは思っています。

７ページの従業員数別の結果で、右尾島委員

のグラフの数字が一つ違っている。小規模超か

ら５０人までのグリーンが２９．１になってい

るけど、これは４９．１やね。

多分そうだと思います。河野商工労働企画課長

すみません、これは記載間違いだと思いますの

で、ちょっと確認します。申し訳ありませんで

した。

そのほか、委員の皆さんよろしい吉冨委員長

ですか。

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡議員は。吉冨委員長

９ページの主な業種別の概況吉岡委員外議員

の中で、人手不足についての欄があるんですけ

ど、その中の一番右の「誰でもいいので確保し

たい」のパーセントが結構大きいんですよね。

ここでシニアというのは６０歳以上、６５歳以

上どっちなんですか。

通常、６０歳以上とい中山雇用労働政策課長

う捉え方をしてはいます。

６０歳以上だと、年金ももう吉岡委員外議員

６５歳からなので、６０歳で定年になっても働

きたいという人もたくさんいらっしゃると思い

ます。その割に、私の表の見方が悪いのかもし

れないけど、シニアの欄に結構ゼロがあるので、

シニア世代で働きたい人が一杯いて、そしてま

た、誰でもいいので確保したいという回答も結

構一杯あるので、そこら辺のＰＲを頑張ったら

と。いろいろハローワークとかもあるんですけ

ど、もうみんなで働かなくちゃ人手が足りない

のかなと思っていますので、特にシニア世代に

職を求める人が多いというのは、多分御存じだ

と思うんですけども、力を入れてもらって。

今年もやるんですけれ中山雇用労働政策課長

ども、シニア世代を対象としたセミナーや、合

同企業説明会などを予定しています。去年も行

われて、かなり多くの方が会場に入り切れない

ぐらい集まったと、そういう手応えもあります

ので、議員がおっしゃるように、力を入れてい

きたいと思います。

フルタイムは難しいけどアル吉岡委員外議員

バイト的なものを求める人が多いというのを結

構新聞とか報道で見ていますので、そういう人

も一杯いるというのと、女性もまだまだ頑張れ

るというところもありますので、そこら辺もあ

わせて、しっかり周知して働き手も確保してい

ただければと思います。

今のページで障がい者のところがゼロ、堤委員

ゼロ、ゼロ。そんなに大きくない会社だからと

いうのもあると思うんやけど、障がい者雇用に

ついて、県からのアプローチはどのようにして

いるんですか。

私どもは雇用を担当し中山雇用労働政策課長

ていますけれども、福祉保健部の障がい者担当

部署と、加えて教育委員会の特別支援学校を担

当している部署の３部合同で企業を回ったり、

掘り起こしたりするような活動を、今年からま

た特に力を入れて連携して行うようにしていま

す。

あとそのほか、もちろん各地域のハローワー

クなどとも連携して、その中に加わってもらっ

てやっています。

ここでは障がい者がゼ河野商工労働企画課長

ロになっていますが、障がい者を採らないとか

いうことではなくて、右にある「誰でもいいの
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で確保したい」というところは、ここの区分に

とらわれず、人を確保したいということになっ

ていますので、この中には多分含まれていると

思います。あえて障がい者をという区分につい

ては、特に手があがらなかったということで。

ほかに御質疑等もないので、次の吉冨委員長

⑧及び⑨について説明を求めます。

ＯＩＴＡドローンフェス高野新産業振興室長

タ２０１８の開催について報告します。資料の

１１ページをお開きください。

いよいよ来週２３、２４日に大分銀行ドーム

においてＯＩＴＡドローンフェスタ２０１８が

開催されます。

このイベントは二つの目的で開催することと

しており、一つ目は、一般の方にドローンに親

しんでもらうため、当日受付で参加できる障害

物ドローンレース「ＮＩＮＪＡ ＤＲＯＮＥ

忍」や、ミニドローンの操縦やプログラミング

が体験できるドローン体験会を開催します。

二つ目は、県内におけるドローン産業の振興

のため、県内や国内外から２３社の企業がドロ

ーンの最新技術を紹介するドローン見本市を開

催します。

さらに、ドローンで撮影した映像で大分の魅

力を発信する「ＯＩＴＡドローンムービーアワ

ード２０１８」を開催します。

ドローンで遊べる、ドローンを学べるイベン

トとして、幅広い年齢層にドローンの利活用の

可能性を感じてもらうことで、本県のドローン

産業に対する理解を深めるとともに、企業のビ

ジネスチャンスにつなげ、本県のドローン分野

における産業振興を加速していきたいと考えて

います。

常任委員の皆さまには、先日、御案内の文書

を送付させていただいたところです。ぜひ、ド

ローンの魅力を体感しに、御来場いただければ

と思います。

大分コンビナートにおける田北工業振興課長

ＪＸＴＧエネルギー株式会社と昭和電工株式会

社の連携事業について、御説明します。資料の

１２ページをお開きください。

両事業所の概要ですが、１にあるとおり、Ｊ

ＸＴＧエネルギー株式会社大分製油所はガソリ

ンなどの石油製品やパラキシレンなどの石油化

学製品を、昭和電工株式会社大分コンビナート

はエチレンやプロピレンなどの石油化学製品を

生産する事業所です。

この両社が連携し、今年７月に本県で初とな

る国の石油コンビナートの立地基盤整備支援事

業に採択されました。

この事業内容は、２にありますとおり、石油

精製と石油化学の２社間で連携し、ガスを相互

融通し燃料の製品化などを図るものです。

具体的には、石油精製で発生したプロピレン

とプロパンの混合ガスを石油化学側が受け取り、

石油化学で増強したプロピレン精留塔で純度の

高い精製が可能となり、石油化学側でプロピレ

ンの回収率が向上します。さらにプロパンを石

油精製に戻すことにより、石油精製側も純度の

高いプロパンができ、出荷することができます。

このように、石油化学ではプロピレンが増産

され、石油精製ではプロパンが販売され、両社

にとって、非常に効率的で有効な取組となり、

国内はもとより、国外との競争力も高まるもの

と考えます。

このような、コンビナートの強みをいかした

連携の取組を推進するため、県においては、こ

れまでもコンビナート企業と県・市で大分コン

ビナート企業協議会を組織し、企業間の連携や、

ユーティリティの最適化を推進してきました。

国際競争の激化、国内需要の減少等が見込ま

れる中、大分コンビナートにとって国際競争力

の強化は非常に重要な課題であると考えていま

す。そして、本事業が国の支援を受け推進され

ることは非常に喜ばしいことです。

今後も、県として、両社間でのさらなる連携

強化や、他のコンビナート企業における新たな

連携につながるよう、引き続き支援していきた

いと考えています。

ただいまの報告について、質疑等吉冨委員長

はございませんでしょうか。

今の説明はよう分からんのやけど、麻生委員

何となくいいことなんやろうとは分かるんです

が、連携を図って、結果として安くていい製品
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がこの大分でできるわけなんでしょう。しかし、

大分に販売の拠点がある系列のプロパンガス屋

さんとか、そういったところにも派生する可能

性はあるの。大分には精油所があるにもかかわ

らず、他の県よりガソリンが高いんよね。そこ

までよく調べたか。

まだ販売価格まで踏み込ん田北工業振興課長

では企業にはお聞きしておりませんし、承知し

ておりません。

メーカーとか販売店の系列によって、麻生委員

その辺のバランスもいろいろあるでしょうし、

せっかく近くでそういったいいものが生まれる

わけですから、そこをちゃんと県民が享受でき

るようなところまでうまく導いていくのも県の

行政としての責任じゃないかなと思います。飽

くまでも民間の産業界のこととは言いつつ、ち

ょっとどこかにそういう意識を持って仕事をし

ていただければ有り難いなと思います。

何かこれを見ると、もともと海底配尾島委員

管があったということなんですけど、２社は過

去にこの事業以外にも相互融通を図っていたん

でしょう。その実態はどうですか。

さきほど申し上げましたプ田北工業振興課長

ロピレン、プロパンの混合ガスは石油精製の中

で発生するガスです。これも従来融通しており

ました。まず、それをＪＸから昭和電工に渡し、

昭和電工がプロピレンを使いますので、残った

プロパンを戻して、コンビナートの燃料として

使っていました。純度が高くなかったので、自

家燃料として使っていました。これを今度、精

製塔を強化することによって精製濃度が高く、

いいものができるので、プロパンとして販売す

るということです。そういったことで、以前か

ら配管でナフサとか石油精製で出てくるものを

昭和電工側で使うというような相互融通はして

いました。今回は強化ということで、精製など

に設備投資をして、もっといいものを作ったり

量を増やすということです。

そのほかはよろしいですか。吉冨委員長

〔「なし」と言う者あり〕

吉岡議員もよろしいですか。吉冨委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないようですの吉冨委員長

で、これで諸般の報告を終わります。

この際、何かございますでしょうか。

障がい者雇用率の水増し問題が起こ麻生委員

っていますが、労働行政も所管していますので、

特に今回の事案を受けて、取組ややらなければ

ならないことがあれば一言お示しいただきたい。

それともう１点、県庁職員が逮捕されました

よね。それについて、この前いろいろ聞いてみ

ると、会計業務とか契約業務をする職員という

のは、会計管理局の研修を必ず受けておかない

といけないはずなんだけど、人事上の問題か分

かりませんが、その研修を受けていなかったん

じゃないかという話もちょっと伝わってきてい

るんです。商工労働部においては、現在同じよ

うに会計業務や契約業務に関わる職員が、必要

な研修を受けていないにもかかわらず、その業

務に携わっているということがあるのかないの

か、その辺を明確にお答えください。

１点目は、さきほども中山雇用労働政策課長

堤委員の御質問にお答えしたんですけど、今年

から新たに３部連携で企業を回る取組を強化し

ています。また、障がい者向けの職業訓練を過

年度から行っていますが、昨年度からは１０日

間ぐらいの短期間の職業訓練として、障がい者

を企業に御案内して、企業にはサポーター、障

がい者の就業に対して企業の中で対応できる方

を設けていただけるよう、セミナーを太陽の家

などにしていただきながらやっています。そう

いったことで、今年度も引き続き、企業向けに

も障がい者向けにも従前同様、事業に取り組ん

でいるところで、企業、障がい者とも御熱心に

対応を引き続いてやっていただいていますので、

今後も、私どももしっかりと取り組んでいこう

と考えています。

２点目です。今回の事河野商工労働企画課長

案を受けて、商工労働部としても職員に対する

研修を改めてやっていますし、また契約案件も

調べ直しているところです。ただ、会計の研修

については、申し訳ありません、ちょっと確認

はしておりません。基本的には担当する職員は

会計の研修を受けているんではないかと思いま
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すが、改めて確認させていただきたいと思いま

す。

これはやっぱり人事の方ともよく確麻生委員

認して、そういった業務に就く方は、事前に研

修を受けているか受けていないか、人事ファイ

ルでちゃんと把握した上で、受けていなければ、

人事異動後でも直ちに会計管理局の研修を受け

る。それも時期的には年度当初にやってもらわ

んといかんでしょうから、そういう流れや仕組

みについて再チェックする必要があると思うん

ですよね。もう明らかに民間企業だって当たり

前の話が県庁ができていないというのは、これ

は商工労働部としても恥になりますから、ここ

はしっかりやってほしいと思います。

ほかにないようでありますので、吉冨委員長

これをもちまして商工労働部関係の審査を終わ

ります。

執行部の皆さま方はお疲れさまでした。

〔商工労働部・委員外議員退出〕

それでは内部協議を行います。吉冨委員長

まず、閉会中の所管事務調査の件についてお

諮りします。

お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中継続調査をしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、所定の手続を吉冨委員長

取ることにします。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

さきほど話があった伊方原発の現吉冨委員長

地調査を実施しようと思いますが、日程や行程

の調整は私に一任していただいてよろしいです

か。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、そのようにいたします。吉冨委員長

日程については決まり次第お知らせします。

これをもって本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


